
文部科学省委託事業 

令和７年度図書館地区別研修【九州・沖縄地区】 

開 催 要 項 

 

１ 趣旨 

 図書館地区別研修は、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 7 条の規定に基づき実施するも

ので、情報化の進展など図書館に関する最新のテーマや地域における課題等について研修を行い

図書館における中堅の司書としての力量を高めることを目的とする。 

 

２ 主催 

 文部科学省、佐賀県 

 

３ 主管 

 佐賀県立図書館 

 

４ 期日 

 令和８年１月 14 日（水）～令和８年１月 16 日（金） 

 

５ 会場 

 〒840-8570 佐賀市城内１丁目 1-59 

 佐賀県庁 新館 11 階 大会議室 

 

６ 参加対象者 

（１）図書館法第２条に規定する図書館に勤務する司書で、勤務年数が概ね３年以上の者。 

  若しくは研修テーマに関する業務に従事している者。 

（２）上記（１）と同等の職務を行うと主催者が認めた者。 

 

７ 受講方法 

 会場での集会型（会場参加）による受講とする。ただし、講師の許諾を得られた講義について

は、研修終了後１週間、動画（オンデマンド）配信を行う。 

 

８ 定員 

 会場参加の定員は、部分受講者を含め 120 名とする。応募多数の場合は、修了通知取得を目的

とする者を優先するとともに、地域や所属による偏りがないよう調整の上、決定する。 

 

 

 



９ 修了通知 

 研修日程の概ね４/５以上を受講し、業務の改善提案・活用方法（研修方法、研修成果を踏まえ

た提案等）について、研修終了後２週間以内にレポート（1,200 字程度）を提出した者に修了通知

が授与される。後日配信の動画視聴を含む受講により修了通知を取得しようとする場合は、当該

動画視聴について所属⾧による証明書を別途提出すること。なお、証明書様式については、該当

の所属へ後日送付する。 

（１） レポート提出期限：令和８年１月３０日（金） 

（２） レポート提出先 ：佐賀県立図書館 

 

10 研修日程 

日 時 研修内容 ※演題は変更の可能性があります 講師 

1 月 14 日（水） 

10:20～10:40 

 

10:40～11:30 

 

12:40～14:10 

 

 

 

 

14:30～16:00 

 

 

 

 

 

16:20～16:50 

 

 

 

 

 

17:10～17:40 

 

 

 

 

 

 

【開講式】 

 

【文部科学省説明】 

 

【基調講演】 

「公共図書館と学校図書館の連携」 

学校図書館の役割を学ぶとともに、現状を知り、公共図書

館と学校図書館の連携の方法、効果、課題について考える。 

 

【講義Ⅰ】 

「子ども達の読書バリアフリー」 

子ども達への読書バリアフリーについて、どのように取り

組んでいけばよいか、講師の取り組み、実践を学ぶ。 

 

 

【講義Ⅱ】 

「さがすたいるについて」 

佐賀県が進める「お互いの想いに寄り添い、自然に支えあ

う『さがすたいる』」について学ぶ。 

 

 

【施設見学】 

「みんなの森見学」 

佐賀県立図書館内の、誰もが心地よく利用できる施設「み

んなの森」を見学し、学びを深める。 

※希望者のみ 

 

 

 

 

文部科学省職員 

 

 

佐賀大学大学院 

学校教育学研究科  

准教授 竜田 徹 氏 

 

 

佐賀女子高等学校 

教諭・特別支援教育士 

牟田 孝子 氏 

 

 

 

佐賀県県民協働課職員 

 

 

 

 

 

佐賀県立図書館職員 

 

 

 

 



日 時 研修内容 ※演題は変更の可能性があります 講師 

1 月 15 日（木） 

9:30～11:30 

 

 

 

 

 

 

 

12:40～14:10 

 

 

 

 

 

 

 

14:30～16:00 

 

 

 

 

16:00～17:00 

 

 

 

 

 

1 月 16 日（金） 

9：20～10：20 

 

 

 

 

10：30～11：30 

 

 

 

 

【講義Ⅲ】 

「図書館と書店：図書館と書籍市場の関係および小売書店

支援論」 

図書館における本の購入や貸出しが書店に与える影響に

ついて学ぶとともに、本の流通、再販価格維持制度、書店

経営や書店員の考えを学び、図書館と書店の連携の方法、

効果、課題について考える。※録画放送 

 

【講義Ⅳ】 

「デジタル・シティズンシップを担う公共図書館～テクノ

ロジーの善き使い手を育てるために図書館に何ができる

か～」 

デジタル・シティズンシップの意義や、デジタル・シティ

ズンシップを実現するために公共図書館が担う役割、公共

図書館のデジタル化について学ぶ。 

 

【講義Ⅴ】 

「図書館 DX の本質を考える」 

DX の意味、取組方法について知り、図書館業務でどのよ

うに DX を進めていくかについて学ぶ。 

 

【ワークショップ】 

「図書館 DX の本質を考える」 

図書館業務の業務フローの整理を行い、図にまとめること

で、業務の現状と改善できるポイントを可視化し、DX で

きる部分を考え、学びを深める。※対面のみ 

 

 

【講義Ⅵ】 

「武雄市図書館の魅力」 

民間と連携して運営し、観光施設としても全国的に有名な

武雄市図書館の取り組み、実践を学ぶ。 

 

【講義Ⅶ】 

「伊万里市民図書館の取り組み」 

市民の声を聴き設計し、市民協働の運営として全国的にも

有名な伊万里市民図書館の取り組み、実践を学ぶ。 

 

 

佐賀之書店  

店⾧ 本間 悠 氏 

 

日本大学 文理学部 

教授 大場 博幸 氏 

 

 

 

国際大学グローバル・

コミュニケーション・

センター 

准教授 豊福 晋平 氏 

 

 

 

 

株式会社ローカルメデ

ィアラボ 

代表取締役  

牛島 清豪 氏 

 

株式会社ローカルメデ

ィアラボ 

代表取締役 

牛島 清豪 氏 

 

 

 

武雄市図書館・歴史資

料館 

館⾧ 溝上 正勝 氏 

 

 

伊万里市民図書館 

統括管理者 

鴻上 哲也 氏 



日 時 研修内容 ※演題は変更の可能性があります 講師 

 

12:40～13:40 

 

 

 

 

 

14:00～15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:40～16:00 

 

【講義Ⅷ】 

「基山町立図書館の取り組み」 

人口 2 万人未満の町村で 7 年連続貸出 1 位である基山町

立図書館の、小規模館ならではの工夫、取り組み、実践を

学ぶ。 

 

【講義Ⅸ】 

「図書館サービスと肖像権」 

広報や、アーカイブ資料の公開の際など、「肖像権」につ

いて配慮する必要がある。 

デジタルアーカイブ学会が作成した「肖像権のガイドライ

ン」及び図書館サービスと肖像権について学ぶ。 

また、ミニ演習として、「肖像権ガイドライン」による写

真の公開判定を実施予定。 

 

【閉講式】 

 

 

基山町立図書館 

館⾧ 城本 直子 氏 

 

 

 

 

近 畿 大 学 短 期 大 学 部 

専任講師  

井上 奈智 氏 

 

 

11 参加申込 

（１） 申込方法：申し込み専用フォーム（Logo フォーム）よりお申し込みください 

・インターネット https://logoform.jp/form/jbBd/1185427  

・QR コード   

 

 

 

（２） 申込期限：令和７年 11 月 15 日（土） 

※令和７年 11 月 12 日（水）～11 月 18 日（火） 

佐賀県立図書館 特別整理のため休館を予定していますので、お問合せ等については、当

館のメールアドレス（toshokan@pref.saga.lg.jp）までお願いします。 

メール確認後、担当者から御連絡いたします。 

 

 

（３） 決定通知：令和７年 11 月末 

 

 

 

 



12 会場案内 

 

 

【ＪＲ佐賀駅から】 

・徒  歩 約 20 分（約 1.6km） 

・タクシー 約７分 

・バ  ス 佐賀駅バスセンターで県庁前経由のバスへ乗車→「県庁前」で下車→徒歩約 1 分 

                                    （計 約 13 分） 

佐賀駅バスセンター乗り場案内 http://www.bus.saga.saga.jp/noriba.html 

 

【九州佐賀国際空港から】 

・空港発のアクセスバスに乗車し、「県庁舎」バス停で下車→徒歩約１分（計 約 20 分） 

アクセスバス https://www.pref.saga.lg.jp/airport/kiji00312854/index.html 

 

【自動車の場合】 

・高速道路（⾧崎自動車道）佐賀大和インターチェンジから 8.6km（約 25 分） 

・駐車場 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336613/index.html 

 

 

 

 

 

 



13 その他 

（１） 宿泊の手配・予約等は各自で行うようお願いします。 

（２） 会場へはなるべく公共交通機関を御利用ください。県庁舎駐車場が満車の際は、周辺の 

  有料駐車場を御利用ください。 

（３）自然災害等の諸事情により、運営が困難と認められる場合は、研修の一部、あるいはすべ 

ての開催・運営方法を変更、中止します。その際は、各所属館にメールで連絡します。予め御了

承ください。 

 

 

問合せ先 

佐賀県立図書館 企画・情報課  

〒840-0041 佐賀市城内二丁目 1 番 41 号 

電話：0952-24-2900  FAX：0952-25-7049 

E-mail：toshokan@pref.saga.lg.jp 

 


